
①給料表の見直し

実施内容：国の見直し内容を踏まえ、給料表水準を平均２％引き下げ。若年層（１級の全号給と２級の初任給の号
給）については引下げを行わないが、高齢層（３級以上の級の高位号給）については、50歳台後半層における官民の
給与格差を考慮して、最大４％程度の引下げを行う。また、激変緩和のため、３年間（平成30年３月31日まで）の経
過措置として現給保障を実施。
実施時期：平成27年４月１日

②地域手当等の見直し

実施内容：国の見直し内容を踏まえ、地域手当、管理職員特別勤務手当、単身赴任手当について見直し実施。
実施時期：平成27年４月１日

【１】給与・定員管理の状況

令和４年度　新十津川町の人事行政運営の状況

（４）給与制度の総合的見直しの実施状況について

千円

307,392

実質収支

　　　　　千円 千円

人件費率
Ｂ／Ａ

％

人件費
Ｂ

8.2

％

10.0

人

6,507 7,654,601

　　　　　千円

職員数
Ａ

763,383388,986

計Ｂ職員手当給　 料

千円

　　　２　類似団体平均とは、人口規模や産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。

511,457

(参考)類似団体平均
一人当たり給与費

（注）１　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数
　　　　（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を
　　　　 100として計算した指数です。

区　　分

令和３年度
千円千円千円

給与費

千円

期末･勤勉手当

5,384

一人当たり給与費
Ｂ／Ａ

　　　２　職員数は、令和３年４月１日現在の普通会計に所属する職員数です。また、会計年度任用職員を含みません。

139,556

歳出額
Ａ

（参考）
前年度の人件費率

5,543

１　総括
 （１）人件費の状況（普通会計決算）

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

（３）ラスパイレス指数の状況

区　　分

令和３年度

95人 
64,509

（注）１　職員手当に退職手当は含まれていません。

住民基本台帳人口
（令和４年１月１日）
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円 円

円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

平均給料月額

①一般行政職

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

経験年数１５年区　　　分 経験年数１０年

－

平均給与月額

360,451389,642

平均給与月額
（国比較ベース）

（１）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和４年４月１日現在）

333,80041.8
42.8

－

高　校　卒

42.7
41.1

319,817

②医療職

（注）１　「平均給料月額」とは、令和３年４月１日現在における、各職種ごとの職員の基本給の平均です。

－

平均給料月額

344,602

初任給

405,049

　　　２　「平均給与月額（実態調査数値）」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外
　　　　勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされてい
　　　　るものです。また、「平均給与月額（国比較ベース）」は比較のため、国家公務員と同じベース（時間外勤務手
　　　　当等を除いたもの）で算出したものです。

一般行政職

323,711

358,782

－

305,886

初任給

平均給与月額

－

312,367
－

平均年齢

北海道

182,200

－

大　学　卒 －
－

高　校　卒

－
－

大　学　卒 256,750

－

318,100

43.4

366,500

類似団体 298,110

47.7

283,133新十津川町

区　　分

358,479
類似団体

－

一般行政職

212,600

327,858

新十津川町 309,700

330,950

323,939

北海道

国

区　　分

150,600

（２）職員の初任給の状況（令和４年４月１日現在）

34.0

初任給

平均給与月額
（国比較ベース）

平均年齢

182,200

（３）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和４年４月１日現在）

国

182,200

新十津川町 国

－

経験年数２０年

－

－
医　療　職

－
212,600大　学　卒

高　校　卒

－高　校　卒

－

150,600 150,600

医　療　職

大　学　卒

区　　　分

－
－

北海道
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係員級28.6%26

24 26.4%

13

21 23.1%

91 100.0%

8

20 22.0%主幹 12

計 20

係長級

7

5

5

課長級６級 課長等の職務 20 22.0%

課長

19

５級 グループ長等の職務 21 23.1%

グループ長

副主幹 8

計 21

事務主任

11 12.1% 0

計 11

12
１　主査の職務

２　主任等の職務
19 20.9%

5 5.5%

等級

16.5%15

主事

（人）

１級

11

（％）

定型的な業務を行う職務

職名

計

２級

231,500
195,500

13

５ 級

構成比
給料月額

146,100
304,200

主事

12.2

職制上の段階

15

　　　２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な役職です。

合計

段階

主査

合計

区　　分

289,700

主事

４ 級

（人）

（２）行政職給料表における等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和４年４月１日現在）

15

0

３　一般行政職の級別職員数等の状況

393,000

247,600

18

最高号給の１号給の

23.2課長・主幹

5

職員数

グループ長・副主幹

19

標準的な職務内容

（１）一般行政職の級別職員数の状況（令和４年４月１日現在）

６ 級

15.8

３ 級

22.0
410,200

給料月額

319,200

6.1 381,000

内訳

17
264,200

350,000

特に高度の知識又は経験を必要とする業務
を行う職務

20.7主査・主任

等級別基準職務表に規定する
基準となる職務 （人）

主査

３級

技師

４級
主査極めて高度の知識又は経験に基づき特に重

要で困難な業務を行う主査の職務 計

課長補
佐級

（％）

２ 級

１ 級

技師

計

主事

10

（注）１　新十津川町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

1級 15.9 1級 11.8 1級 12.7

2級 12.2
2級 12.9 2級 15.5

3級 20.7 3級 24.7
3級 28.2

4級 6.1 4級 5.9
4級 1.4

5級 22.0 5級 23.5 5級 18.3

6級 23.2 6級 21.2 6級 23.9
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千円

千円

千円

千円

円

円

円

円

円

円

円

支給実績
(令和３年度決算)

11,125

39.7575

月分

1.90
(0.90) 月分 月分

４　職員の手当の状況

勤続２０年

（４）その他の手当（令和４年４月１日現在）

通勤
手当

4,400円
　(勤務時間5時間未満の場合50/100)

最高限度額 月分

月分

33.27075

月分 24.586875
月分

47.709

月分

勤続２５年

千円

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による
加算措置
　・役職加算　　５～15％

新十津川町

（令和３年度支給割合）

千円

月分

（１）期末手当・勤勉手当

月分

国北海道

（支給率）

2.55 月分

月分 (1.45)

（２）退職手当（令和４年４月１日現在）

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による
加算措置
　・役職加算　　５～20％
　・管理職加算　10～25％

1.90

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による
加算措置
　・役職加算　５～20％
　・管理職加算　10～25％

月分

支給職員１人当たり
平均支給年額

(令和３年度決算)

支給実績（令和３年度決算）

月分

39.7575
月分47.709

定年前早期退職特例
（２～45％加算）

28.0395

月分

4,400

0

402,744千円
管理職
手当

千円

寒冷地
手当

単身赴
任手当

千円

17,318

持家　 0円

手当名 内容及び支給単価

241,856

12,066

同

・配偶者　6,500円
・子　10,000円
・子以外１人　6,500円
・特定加算(16～22歳)　5,000円

１人当たり
平均支給額

扶養
手当

12,905

12,723

月分勤続３５年

47.709

支給職員１人当たり平均支給年額（令和３年度決算）

月分

月分

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。

千円

自己都合

28.0395

月分

応募認定・定年

33.27075
24.586875 月分

（支給率）

月分

最高限度額

定年前早期退職特例
（２～45％加算）

240

その他の加算措置

47.70947.709

支給職員１人当たり平均支給年額（令和２年度決算）

・世帯主(扶養あり)　23,360円
・世帯主(扶養なし)　13,060円
・その他の職員　　　 8,800円

勤続３５年

日直
手当

その他の加算措置

　4,200円～25,000円
支給限度額
55,000円

47.709

　30,000円～100,000円

国との
異同

異なる場合
の国の内容

（３）時間外勤務手当

月分

258

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

19.6695

(1.45)

新十津川町

自己都合

月分（0.90）

19.6695

月分

期末手当

１人当たり平均支給額（令和３年度）

月分月分

(0.90)(1.45)

期末手当

住居
手当

（令和３年度支給割合）

2.55

期末手当 勤勉手当

1.90月分

勤勉手当

2.40

１人当たり平均支給額（令和３年度）

（令和３年度支給割合）

－

勤勉手当

1,557 1,593

千円

国

（注）　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（令和３年度決算）」と同じ年度の４月１日
　　　現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり
　　　短時間勤務職員を含みます。

89,532

勤続２０年

応募認定・定年

勤続２５年

支給実績（令和２年度決算）

千円

同

同

千円

191,105異 千円17,391

35,150

・借家　28,000円を限度に支給
　(家賃16,000円を超える場合)
・持家　13,500円
　(町外所有の場合は10,000円)

(職種により異なる)

0

35

異 281

8,685同

課長職　　　　　44,000円
主幹職　　　　　34,000円
グループ長職　　30,000円

異
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円 円 ／ 円

( 円)

円 円 ／ 円

( 円)

円

( 円)

円 円 ／ 円

円 円 ／ 円

円 円 ／ 円

月分

月分

月分

月分

× 月 円

× 月 円

× 月 円

人

人

人

人

人

[107]人

合　　計

対前年
増減数

0人

人事異動による増

人事異動による減▲1人

2人
3人
2人

▲2人

令和４年

人事異動による減

12人

＜参考＞

14.29

1人
▲1人

＜参考＞

93人
類似団体の人口1,000人あたり職員数

類似団体の人口1,000人あたり職員数

12.29

1人

（注）１　給料及び報酬欄の（　）内は、特例措置条例による減額措置を行う前の金額です。

計 人口1,000人あたり職員数

13人
12.36

1人
10人

報
酬

12人

0人

退
職
手
当 給料月額

区　分

教育長

　　　２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、
　　　　１期（４年＝48月または３年＝36月）勤めた場合における退職手当額の見込額です。

（１）部門別職員数の状況と主な増減理由

退職後1ヵ月以内給料月額

退職後1ヵ月以内

副議長

2.220
2.220

（令和３年度支給割合）

6月期期
末
手
当

15.09

96人

人口1,000人あたり職員数

0人

[107]人

（参考）類似団体における最高／最低額

2人

５　特別職の報酬等の状況（令和４年４月１日現在）

230,000

議　長

給
料

議　員

教育長

12月期

12月期

2.175

町　長

副議長

議　員
215,000

教育長

784,000

314,000

町　長

（１期の手当額）

職　員　数

給　料　月　額　等

（令和３年度支給割合）

4,835,952

20.504

25人

▲2人

[107]人

0人

0人

下 水 道

▲2人80人

95人

11人

▲2人

13人

98人

給料月額

退職後1ヵ月以内

3人

16,075,136

24人

令和３年

総　　務

６　職員数の状況

182,000

2人

（支給時期）

165,000

631,000

12人

8.514

860,000 408,000

247,000

（算定方式）

給料月額

568,000

区　　分

副町長

305,000

12.936

700,000

400,000

456,000

－

（各年４月１日現在）

副町長

290,000

議　長

6月期

6人

議　　会

主な増減理由

0人

普通
会計
部門

民　　生

10人

0人

82人

部　門

8,162,616

町　長

副町長

2.175

一
般
行
政
部
門

商　　工 4人

6人税　　務

農林水産

土　　木

12人

11人

人口1,000人あたり職員数 14.75

　　　２　[　]内は、条例定数の合計である。

人事異動による減

人事異動による増

そ の 他

（注）１　職員数は、一般職に属する職員数です。

小　　計

＜参考＞

衛　　生

1人

教育部門

小　計

公営企
業会計
等部門 3人

5



　

構成比

５年前の構成比

（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）

3人 3人3人

13人
83人

の増減数（率）

13人

99人

公営企業会計計

99人99人

24歳
-27歳

7人

36歳
-39歳

20歳
-23歳

区　分

7.0% 8.0%

令和３年 令和４年

9.0% 5.0%

96人
13人
82人83人

平成29年

83人

-3.1%96人

80人
13人 0.0%

-3.6%83人 ▲3人

▲3人

9人 8人1人

96人

平成30年

教育

区　分

部門別

9.0%
7人 9人

7.3%
21人

令和元年 令和２年

3人
96人

0人

0人
93人
13人

3人

R4

1.0%

職員数

0.0%

13人

28歳
-31歳

構成比

構成比 3.1%
職員数

3人

一般行政

（２）年齢別職員構成の状況（令和４年４月１日現在）

11人

32歳
-35歳

0人
17.7%

100人
21.0% 9.0%

9人12人
100.0%0.0%15.0% 12.0%4.0%

H29
5人4人

11.5%
15人
4.2%
4人

8.3%
9人 11人

11.5%
8人

9.4%

60歳
以上

0人

44歳
-47歳

40歳
-43歳

48歳
-51歳

56歳
-59歳

15.6%
96人

99人

6.3%
5人 15人

95人

0.0%
17人

96人

6人

過去５年間

100.0%

-3.0%

5.2%

（注）　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

普通会計計

総合計 98人
3人

20歳
未満

計
52歳
-55歳

▲3人

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

20

歳

未

満

20

歳

-23

歳

24

歳

-27

歳

28

歳

-31

歳

32

歳

-35

歳

36

歳

-39

歳

40

歳

-43

歳

44

歳

-47

歳

48

歳

-51

歳

52

歳

-55

歳

56

歳

-59

歳

60

歳

以

上

構成比

５年前の構成比
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人

人

人 人 人 人 人 人 人

人 人 人 人 人 人 人

日 人

有給

有給被災地支援、ボランティア等の活動を行う場合

出産の日の翌日から８週間後
まで

有給

有給

７日以内
地震、水害、火災その他の災害により住居の復旧作業等を
行う場合

休憩時間

父母の法要等を行う必要がある場合

無給

公の職務執行

負傷、疾病又は老齢により、２週間以上にわたり親族を介
護しなければならない場合

無給

連続する６月以内

１日以内

土曜・日曜

骨髄移植のための骨髄液提供のために検査、入院等が必要
な場合

選挙権その他公民としての権利を行使する場合

必要と認める期間

平均取得日数
Ｃ／Ｂ

90日以内

任命権者の許可を得て、登録された職員団体の業務又は活
動に従事する場合

必要と認める期間

登録された職員団体の業務又は活動に従事する場合

有給

骨髄液提供

社会貢献活動

要介護者の介護をする場合

妻の出産に伴い、小学校就学の始期に達するまでの子を養
育する場合

必要と認める期間

短期介護

出産した女子職員が申し出た場合

結　婚

５日以内

５日以内

介　護　休　暇

30日以内

妻の出産

産　後

子の看護

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等によ
り出勤することが著しく困難である場合

父母の祭日

５日以内（２人以上の場合は
10日以内）

親等により１日～７日以内職員の親族が死亡したとき

５日以内（２人以上の場合は
10日以内）

夏　季

有給

産　前

育児時間
生後１年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のた
めに必要と認められる授乳等を行う場合

結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と
認められる行事等を行う場合

有給

有給

組　合　休　暇

忌　引

有給

有給

有給

被　災

災害又は交通機
関の事故等

夏季における盆等の諸行事や、心身の健康増進及び家庭生
活の充実を図る場合

週休日等を除く連続する３日
以内

出産予定の女子職員が申し出た場合

有給

１日２回各30分以内

出産予定日の６週間前から出
産の日まで

２日以内

特
　
別
　
休
　
暇

総取得日数
Ｃ

有給

有給

有給

有給

病　気　休　暇

（３）特別休暇等の状況

給与の支給

９日99

対象職員数
Ｂ

3,733

総付与日数
Ａ

付与期間

公民権の行使

8:45

有給

897日６時間

付与内容等

負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しない
ことがやむを得ないと認められる場合

（２）年次有給休暇の取得状況（令和３年度）

区　分

区　分

7

（２）令和３年度退職者の状況

一般行政職

医　療　職

計勧奨退職

4

5

１　採用及び退職に関する状況

公務外傷病

0

自己都合
公務外死亡
通勤災害傷病
通勤災害死亡

（１）令和４年度新規採用の状況

開始時間

定年退職

38時間45分

有給

負傷中又は疾病中の小学校就学の始期に達するまでの子を
看護する場合

妻（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
を含む）が出産する場合

妻の出産に係る
子の養育

17:30

0

休息時間

（１）勤務時間の状況（令和４年４月１日現在）

週の勤務時間 終了時間

3

整理退職
公務上傷病
公務上死亡

【２】職員の任免に関する状況

区　分 人　数

週休日

医　療　職

連続する５日以内

12:00～13:00

一般行政職

必要と認める期間

２　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
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人

人

人

人

人

件

件

件

4 人

6 人

1 人

2 人

1 人

6 人

4 人

4 人

2 人

71 人

27 人

全職員実施

人 人 ％

2 件

0 件

健康管理研修 対象：35歳以上職員
職場内研修

対象：全職員

北海道市町村職員研修センター指導能力研修

ハラスメント研修

対象：新任グループ長職等

対象：所属長が指名する者スキルアップ研修

対象：当該年度採用職員

対象：選考委員会で決定した職員

対象：採用後５年経過職員

対象：新任主査職

自主研修

区　　分 備　　　　　考

対象：当該年度採用職員

対象：職種・職階に基づき町長が指名する者

石狩・空知地区合同町村職員中級研修

北海道市町村職員研修センター管理能力研修

中空知ふるさと市町村圏若手仕事心得研修

公務災害

通勤災害

（２）職員の公務災害補償の状況（令和３年度）

勤務条件に関する措置の要求の件数

区　　　　　分

（１）研修の状況

減給

戒告

免職

0
0

0

処分者数

千円

2,081

人 千円

事業費構成人数

千円 ％

105 98.1

地方公務員災害補償基金北海道支部

新十津川町職員互助会
103

団体名
会費等

1,779

公費負担率

健康診断
受診対象者数

受診者数

妊娠中のため、２名不参加届提出。107

災害件数

（３）職員互助会の状況（令和３年度）

未受診の主な理由受診率

加入団体

100 4.8

財源内訳

分限処分

懲戒処分
0

６　職員の福祉及び利益の保護の状況（令和３年度）
（１）職員の健康診断の状況（令和３年度）

町助成金

0

0
0不利益処分に関する不服申立ての件数

一　勤務実績が良くない場合
二　心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
三　前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合
四　職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

一　地方公務員法又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関
  の定める規程に違反した場合
二　職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
三　全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

空知管内町村会基礎研修

人数

職場外
研修

その他

処分の種類

３　職員の分限及び懲戒処分の状況（令和３年度）

（２）勤務成績の評定の状況

0苦情処理の件数

件数

５　職員の研修及び勤務成績の評定の状況（令和３年度）

４　公平委員会の状況（令和３年度）

中空知ふるさと市町村圏新採用職員接遇研修 対象：当該年度採用職員

停職

処分の対象事項
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